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医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

医療用医薬品の安定供給については、令和２年９月に「医療用医薬品の安定

確保策に関する関係者会議」において、医療用医薬品の安定確保についての提

案が取りまとめられ、令和２年 10 月５日付け日薬業発第 304 号にてお知らせ

したところです。 

今般、この取りまとめを踏まえ、医療機関・薬局で必要な量の医療用医薬品

が供給できない又はできない恐れがある場合の医療機関・薬局への適切な情報

提供について、日本製薬団体連合会会長、日本医薬品卸売連合会会長、日本ジ

ェネリック医薬品販社協会会長宛てに通知をした旨、厚生労働省医政局経済課

長より通知がありましたのでお知らせ致します。 

合わせて、医療用医薬品の供給不安が生じた場合には、処方見込みや在庫量

を把握の上、必要最低限の発注とするよう求められております。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 

 

 












